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現
在
、
ご
み
の
焼
却
に
つ
き
ま
し
て
は
、

「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」

に
よ
り
、
一
定
の
構
造
基
準
（
※
）
を
満

た
し
て
い
な
い
焼
却
炉
は
、
火
災
や
ダ
イ

オ
キ
シ
ン
な
ど
の
発
生
原
因
と
も
な
る
た

め
使
用
が
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
野

外
焼
却
に
つ
い
て
も
例
外
を
除
き
、
焼
却

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
家
庭
ご
み
は
、

ル
ー
ル
を
守
っ
て
、
ご
み
集
積
場
に
お
出

し
く
だ
さ
い
。

　

事
業
系
一
般
廃
棄
物
は
ご
み
集
積
場
に

は
出
せ
ま
せ
ん
の
で
、
環
境
ク
リ
ー
ン
セ

ン
タ
ー
に
直
接
持
ち
込
む
か
、
町
が
許
可

し
た
収
集
・
運
搬
業
者
に
委
託
す
る
な
ど
、

責
任
を
持
っ
て
処
理
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 焼却炉の構造基準

ご
み
焼
却
の
禁
止
に
つ
い
て

ご
み
焼
却
の
禁
止
に
つ
い
て

例外となる焼却方法

■焼却禁止の例外規定
具体的な例

災害等の応急対策、火災予防訓練

正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事

焼き畑、あぜ草及び下枝の焼却、魚網にか
かったごみの焼却

■国又は地方公共団体がその施設を管理するた
　めに必要な廃棄物の焼却

■震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の
　予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄
　物の焼却

■風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必
　要な廃棄物の焼却

■農業、林業又は漁業を営むためにやむを得な
　いものとして行われる廃棄物の焼却

■たき火その他日常生活を営む上で通常行わ
　れる廃棄物の焼却であって軽微なもの

落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー
※軽微なものとは、煙の量や臭い等が近所
　の迷惑にならない程度の少量の焼却のこ
　とをいいます。

●構造基準に適合しない焼
却は、「焼却禁止」行為と
なり、罰則が適用される場
合があります。

●焼却の例外と言えども、
　むやみに焼却して良いと
　いうわけではありません。
　周辺に生活している人の
　立場にたって、生活環境
　へ十分配慮してください。

　

人
権
擁
護
委
員
法
が
施
行
さ
れ
た
６
月
１
日
を
、
「
人

権
擁
護
委
員
の
日
」
と
定
め
、
人
権
思
想
の
普
及
・
高

揚
に
努
め
て
い
ま
す
。
町
内
に
は
町
長
が
推
薦
し
、
法

務
大
臣
が
委
嘱
し
た
人
権
擁
護
委
員
の
方
が
活
躍
さ
れ

て
い
ま
す
。
人
権
擁
護
委
員
は
、
み
な
さ
ん
の
人
権
が

侵
害
さ
れ
た
と
き
に
そ
の
相
談
を
受
け
、
対
応
し
ま
す
。

　

隣
近
所
の
も
め
ご
と
、
家
庭
内
の
問
題
、
い
じ
め
や

体
罰
、
職
場
で
の
セ
ク
ハ
ラ
な
ど
で
お
悩
み
の
方
は
、

人
権
擁
護
委
員
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
相
談
は
無
料
で
、

秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

人
権
相
談
日

■
と　

き

　

毎
月
第
４
金
曜
日

　

午
後
１
時
30
分
〜
午
後
４
時

■
と
こ
ろ　

　

い
き
い
き
セ
ン
タ
ー
２
階　

相
談
室

特
設
人
権
相
談

■
と　

き　

　

６
月
１
日
（月）

　

午
後
１
時
30
分
〜
午
後
４
時

■
と
こ
ろ　

　

い
き
い
き
セ
ン
タ
ー
２
階　

相
談
室

問
い
合
わ
せ
先

　
　

福
祉
課　
　

℡
３
６
６
・
７
１
１
６

６
月
１
日
は
、

　

人
権
擁
護
委
員
の
日

　

６
月
１
日

（月）　

　
　

「
特
設
人
権
相
談
」
を
開
設
し
ま
す
。

問い合わせ先　　町民環境課　℡３６６・７１１５

１． ごみを焼却室で摂氏８００℃以上の状態で燃やすことができるもの
２． 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること
３． 外気と遮断された状態でごみを焼却室に投入できること
４． 焼却室の温度を測定できる装置があること
５． 高温で焼却できるように助燃装置があること

河川・道路管理を行うために伐採した草木
等の焼却

ポ
イ
捨
て
を
な
く
し
、
美
し
い
町
に
し
ま
し
ょ
う
。
ル
ー
ル
を
守
る
あ
な
た
の
気
持
ち
が
環
境
を
守
り
ま
す
！

　

４
月
10
日
（金）
、
豊
田
一
色
地
区
の
森

裕
之
さ
ん
、
服
部
利
秋
さ
ん
、
片
山
利

次
さ
ん
、
亀
須
地
区
の
牧
野
行
良
さ
ん

の
４
名
の
方
か
ら
、
役
場
の
ビ
オ
ト
ー

プ
と
北
小
学
校
校
庭
の
池
に
鯉
と
金
魚

が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
日
、
放
流
に
来
た
森
さ
ん
は
子

ど
も
た
ち
に
魚
や
生
け
す
の
説
明
を
行
い
、

「
子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
が
嬉
し
い
。
孫

と
魚
の
成
長
が
楽
し
み
で
す
。
」
と
話

さ
れ
ま
し
た
。

鯉
と
金
魚
を
放
流

元
気
に
育
っ
て
ね
！
―
ホ
タ
ル
幼
虫
放
流
会
―

　

３
月
30
日
（月）
、
今
年
も
豊
田
地
区
住
民

の
有
志
ら
で
作
る
「
豊
田
ホ
タ
ル
を
育
て

よ
う
会
」
と
豊
田
子
ど
も
会
に
よ
っ
て
、

ゲ
ン
ジ
ボ
タ
ル
の
幼
虫
が
町
内
の
小
川
に

放
流
さ
れ
ま
し
た
。

　

幼
虫
を
受
け
取
っ
た
子
ど
も
た
ち
は
、

芋
虫
の
よ
う
な
姿
の
幼
虫
を
恐
る
恐
る
触

っ
た
り
、
幼
虫
が
餌
を
食
べ
る
様
子
を
観

察
し
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
ホ
タ
ル
の
幼
虫
を
人
口
飼
育
し

て
い
る
今
出
雅
紹
さ
ん
か
ら
、
豊
田
地
区

の
ゲ
ン
ジ
ボ
タ
ル
の
観
察
時
期
は
６
月
初

旬
か
ら
中
旬
が
見
ご
ろ
と
説
明
を
う
け
ま

し
た
。

川
越
陸
上
少
年
団

み
な
さ
ん
、お
花
見
し
ま
し
た
か
？

　

も
う
今
年
の
桜
は
散
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
が
、
町
内
に
は
た
く
さ
ん
桜
の
木
が
あ

る
の
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
？

　

写
真
の
撮
影
に
町
内
を
軽
く
回
っ
た
だ

け
で
も
、
朝
明
川
の
堤
防
、
川
越
緑
地
公

園
、
総
合
体
育
館
の
周
囲
や
当
新
田
地
区

か
ら
町
屋
川
に
上
が
る
道
な
ど
、
至
る
所

で
桜
が
満
開
で
し
た
。

　

今
年
見
ら
れ
な
か
っ
た
方
も
、
来
年
は

町
内
の
「
桜
色
の
場
所
」
を
探
し
て
み
て

く
だ
さ
い
ね
。

出場した川越陸上少年団のみなさん

力走する駒田君

全
国
大
会
で
8
位
入
賞
！

　

３
月
22
日
（日）
、
大
阪

の
万
博
記
念
公
園
内
特

設
コ
ー
ス
で
開
催
さ
れ

た
『
第
11
回
全
国
小
学
生
ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
リ
レ
ー

研
修
大
会
』
に
お
い
て
、
川
越
町
陸
上
少
年
団
が
、
優

秀
な
成
績
を
収
め
ま
し
た
。

　

結
果
は
左
記
の
と
お
り
。

チ
ー
ム
対
抗　

ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
リ
レ
ー

【
８
位
入
賞
】

畑
中
理
良
、
山
田
侑
生
、
伊
藤
朱
里
、
駒
田
紳
太
郎
、

伊
東
静
香
、
飯
田
康
平

友
好
タ
イ
ム
ト
ラ
イ
ア
ル
レ
ー
ス

【
１
位
】
今
村
駿
太


